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審 議 経 過 

Ｎｏ．１ 
 

（１）開会 
 

（２）会長及び副会長の選出について 

 

 会 長 佐賀大学 名誉教授 染谷 孝 

 副会長 伊万里市カブトガニを守る会 顧問 酒見 良司 

 

（３）報告事項 

①伊万里市地球温暖化対策実行計画の改訂について 

 ②本市の脱炭素に関する取組について 
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委員１ 

[ ①について事務局から説明 ] 

 

ただいまのご説明を受けまして、何かご質問やコメントはありませんか。 

この地球温暖化対策実行計画は数年毎に改訂をしているわけですが、昨年

に第6次の改訂を行って、この『ストップザ 温暖化いまりアクション』は

2030年度までは現行のバージョンでいくということですか。 

 

今の時点では2030年度までの目標になっておりますが、国の目標等が変わ

るとそれに合わせて改訂をしていきます。 

 

はい。分かりました。 

他にご質問等ございませんでしょうか、よろしいでしょうか。 

この『ストップザ 温暖化いまりアクションアプログラム』の資料につい

ては、委員の皆様は詳しく説明を希望されているかと思いますが、事前に資

料を配布されており確認をされていたかと思いますので、よろしいでしょう

か。 

 

環境審議会資料の11ページにあります今後の取組の中で、電動車及び再生
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可能エネルギーの導入による市役所の温暖化対策のさらなる推進とあります

が、具体的にどのようなことをされるのか教えてください。 

 

こちらにつきましては後程（報告事項2で）詳しく説明をさせていただけれ

ばと思っております。 

 

よろしいでしょうか。（説明は）後程ということで。 

 

はい。 

 

2030年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比46％減とする国の地球温暖

化対策実行計画について、伊万里市の計画では48％減が目標となっています

がその理由は何でしょうか。 

 

国の目標は46％減の目標ですが、伊万里市の実行計画では48％減を目標に

しております。 

理由といたしましては、市の実績を算出した結果48％となり、すでに国の

目標を超えていたためそこに合わせる理由はないと判断し、48％減を市の目

標値として設定しております。 

 

すでに実績があり、目標が達成されているので目標値を上積みしようとい

うことですね。 

その他、よろしいでしょうか。 

それでは、ただいまの地球温暖化対策実行計画の改訂についてよろしいで

しょうか。 

報告事項②は、本市の脱炭素に関する取り組みについて事務局から説明を

お願いいたします。 

 

[ ②について事務局から説明 ] 

 

ご説明ありがとうございました。 

②の案件について伊万里市の脱炭素に関する取り組みのご説明をいただき

ましたが、ご質問、コメント等ございますでしょうか。 
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22ページにありますクールシェア、ウォームシェアのことについて、私の

勉強不足でこのような取組があるということを知りませんでした。私だけで

はなく、いろんな方面にＰＲ不足な点があるのではないかと思います。市か

ら全世帯等に分かるようなＰＲをしていただけないかと思います。 

このクールシェア、ウォームシェアについては、私が子供たちや、高齢者

の健康づくりのための活動をしています。コミュニティセンターに設置され

たエアコンが夏から効果を発揮しており、活動を休む人がいなくなりまし

た。冬場も同じ状況で、非常に参加者が多くて感謝をしています。このこと

をもっとＰＲをして市民の方に情報が行き届けば、参加者が増えるのではな

いかと思います。 

コミュニティセンターの開放により、家庭の電気を使わないで参加をして

いただいてるという意味では、脱炭素への効果がかなりあったのではないか

と思います。本当にありがとうございました。 

 

貴重なご意見ありがとうございます。 

今年の8月に、5ヶ所（牧島、波多津、大川、二里、山代）のコミュニティ

センターにおいて、取組の実施をしました。今後も実施を検討することにな

るかと思いますが、周知等をしっかりして、市民の方に情報がいきわたるよ

うにしたいと思っております。 

 

はい。 

よろしいでしょうか。他にご質問、ご意見等ございますか。 

今後の取組の中に11ページの下半分、地球温暖化対策実行計画（区域政策

編の策定）とありますが、今の計画を元に、区域政策編を新たに作るという

ことでしょうか。 

 

今、作成をしている『ストップザ 温暖化いまりアクションプログラム』

は、地球温暖化対策実行計画の事務事業編と言われるもので、市役所が1事業

所として取組むべき方針について定めたものになります。 

今回令和5年度以降に策定します区域施策編については、伊万里市の地域と

して、市民の方、事業者の方も含めて伊万里市域として脱炭素に向けた取組

を進めていくための計画です。 
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こちらを令和5年度～6年度にかけて策定をしたいと計画しています。 

 

そうしますと、令和6年度、5年と6年度内に作るということですね。 

環境基本計画も改訂するということで、先ほど従来ですと策定委員会を立

ち上げて、そこで検討をするということでしたが、環境審議会委員が重複

（15名中10名）しているので、環境審議会に検討していただくという説明が

あったと思います。 

どのくらいの頻度で会議を開く予定でしょうか。 

 

今現在の計画は、令和5年度、6年度で2回ないし3回ずつの会議を考えてお

ります。 

計画の策定は令和6年度に予定をしており、5年度はデータ整理、市民の方

のニーズを収集する前準備をします。市民の方や審議会の意見を充分に反映

したものを6年度に策定を予定しています。 

 

令和5年度、6年度にかけて、年2回または3回の審議を行い策定するという

ことですね。 

ありがとうございました。 

また、今後の取組にモデル事業の実施とありますが、グリーンカーテンは

すでに実績があるのでしょうか。 

グリーンカーテンの市民の取組はどのような感じなのでしょうか。 

 

『広報いまり』６月号の環境月間の特集の中で、グリーンカーテンへの取

組を掲載しています。 

しかし、主立っての広報掲載や強力な推進を行ったことはありません。来

年度以降は、市民の方にもグリーンカーテンの取組を広げていければと思っ

ております。 

市役所では、毎年実施をしており、今年度も玄関横にグリーンカーテンを

して、市民の方の目に触れるようにしております。育て方のパンフレット等

も設置しており、ご家庭でも取組んでくださいと周知をしています。 

 

グリーンカーテンについて、大阪市に視察に行ったことありますが、かな

りの比率の市民の方が、アパートやマンションではベランダで、持ち家や一
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軒家では露地栽培と、様々なかたちでグリーンカーテンを実施しています。

毎年1回コンテストをして、ホームページに掲載して大いに人気です。 

グリーンカーテンは様々なエネルギー問題等の入口として、非常に市民に

とっては分かり易いということがあるので、ぜひ伊万里市でも、市民の方へ

の啓発普及ということで、力を入れてもらえたらと思います。 

特に、ケーブルテレビの取材をしてもらうと、かなりＰＲ効果もあるかと

思います。 

それでは他に質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

市役所の具体的な取組の中の一つに、市所有施設の電気・燃料等の使用の

抑制の中に、水曜日・金曜日のノー残業デーの徹底による点灯時間の縮減と

あります。 

ノー残業というのは、以前から市役所で呼びかけられていますが、なかな

か徹底していない様子です。 

今、現在このような水曜・金曜のノー残業デーは、実施されてるのかゼロ

であるのか教えてください。 

 

ノー残業デーについては水曜日と金曜日に設定をされています。 

対外的な会議等の場合もありますが、机上で残業する場合は、残業を行う

前に書類を提出する手続きが煩雑になっており、10年前と比較しても水曜日

と金曜日は残業をしていない職員が多いのかと思います。 

しかし、実際は対外的な行事等もありますので、ゼロにはなっていない状

況です。 

 

はい。よろしいでしょうか。 

 

伊万里市の取組で『省エネ家電買替え促進事業』について何件の応募があ

り、実績の交付金額について、電気自動車については、5年度から何台の導入

の予定でしょうか。 

 

まず『省エネ家電買替え促進事業』につきましては、12月の初旬から実施

をしており、本日（2月21日）現在、569件の申請があります。内訳として

は、エアコンが169件、冷蔵庫が400件。エアコンと冷蔵庫では7対3の割合で
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申請をいただいております。 

今、申請ベースの実績として2465万9000円です。本体価格の四分の1を基本

としており、1件当たり平均すると4万3000円程となります。 

電気自動車につきましては、来年度の予算のことになり、まだ議会の承認

前ですが、電気自動車1台の導入を進めているところです。 

 

はい。よろしいでしょうか。そのほかにございませんか。 

 

ＪＡ女性部で、グリーンカーテンを以前から取組でいますので、伊万里市

と一緒に取組むこともあるかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

ありがとうございます。そのほかございませんでしょうか。 

ないようですので、この報告事項②の案件については以上としたいと思い

ます。 

 

（４）その他 
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④にその他がございますが、事務局より予定の案件がありますでしょう

か。 

 

本日の議事録につきましては、事務局で作成したものを、会長に確認して

いただいた後、市のホームページで公表する予定としております。 

委員の皆様の個人名等は記載いたしませんので、事前にご了承をお願いし

たいと思います。 

 

はい。どうもありがとうございます。 

委員の皆様からも、何か特にこれを言っておきたい等、こういう提案をした

い等がございませんでしょうか。 

 

これまでの開催状況が記載されておりますけれども、基本計画策定の場合

は、この審議会に諮問されており、実行計画については報告ということで、

策定をされたものの報告ということになっているかと思います。今回、5年度

から6年度にかけては、基本計画の改訂と区域政策編の実行計画の策定という
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ことになっており、基本計画の改訂の場合は、また審議会で諮問して、そこ

で諮問した内容を踏まえて、実行計画区域策定編で策定して、またその後に

報告をするというスケジュールの感覚でいいのでしょうか。 

 

今回は区域施策編で脱炭素に向けた取り組みについて定めるもので、環境

基本計画に脱炭素に関する表記がないため合わせて改訂をするという流れに

なりまして、今おっしゃられたように、諮問答申という形で、環境基本計画

の改訂作業を進めたいと思っております。 

 

当審議事項の内容として、市長から諮問を受けますね。諮問に基づいてそ

の案件について、ここで審議をして、策定をする。 

最終的に市長に対して、答申することになり、その他に報告事項は事務局

から審議会に対して、このような案件がありましたという報告をするという

ことですね。 

そうすると、協議事項っていうのはどうなるのでしょうか。 

諮問事項という程ではないけれども、この審議会で審議、協議すべき案件

ということでしょうか。 

 

そういった形です。 

 

どうもありがとうございます。 

その他ということでは、特に委員の皆様からございませんでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

それでは、本日の報告事項、その他等、以上終了いたしました。 

委員の皆様には、先ほど説明がありましたように、5年度、6年度は大きい審

議事項がありますので、宜しくお願いいたします。 

また、市におかれては、本日の報告事項を踏まえて、ぜひ市民の方へＰ

Ｒ、市の中での環境保全等に努めていただければと思います。 

それでは、委員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

（５）閉会 



事務局 本日は皆様、貴重なご意見ありがとうございました。 

5年度、6年度につきましては、皆様方の率直なご意見を伺う機会が増える

かと思いますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。 

以上をもちまして、令和4年度伊万里市環境審議会を閉会いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 

 


